
足立区空き家等実態調査(概要版) 
１ 調査の目的 

 

 

 

 

 

 

◆ これまでの足立区の取り組み 

足立区では、空き家対策にかかる法律(平成 26年度施行)ができる前から、下記の２つの条例によ

り空き家や老朽化家屋（以下「空き家等」という。）についての調査や対策を進めてきました。 
 

 

◆ 今回の調査の目的 

   これまで別々に行っていた空き家と老朽化家屋の調査を合わせて実施し、空き家等の対策を検

討するための資料として活用していきます。また、過去の調査で空き家等と判定された物件の追跡

調査も行い、これまでの取り組みの成果も検証します。 
 

２ 調査の概要 
◆ 調査方法 

 令和５年９月初めから１２月末(４か月間)に延べ４６０人の調査員の外観目視により、区内全域

の対象建物の老朽化状況と居住実態を確認しました。また、空き家等と判定されたものに対しては 

詳細調査を実施しました。 

 

 

 

 

◆ 調査のフロー 

 

 

 

 

 

 

 ◆ 対象建物（一般的にビルやマンションといわれる建物を除いています） 

□ 一戸建て住宅・兼用住宅 

□ ２階建て以下の店舗・工場 

□ 公営住宅を除く２階建て以下の長屋・共同住宅 

 

Ａ 危険家屋 

倒壊や建築材等の飛散

など危険が切迫してお

り、緊急度が高いもの。 

追跡調査 過去の調査で空き家等と判定

された物件の現状を調査 

◆ 全国的に空き家が増加しています 

人口減少や少子高齢化の影響により、空き

家は増えており、総務省が行った平成 30 年 

住宅・土地統計調査によると、この 20 年間で

全国の空き家数は約1.5倍に増加しています。 

◆ 空き家を放置すると… 

空き家を放置すると、倒壊や崩壊、ごみの  

不法投棄、放火など様々な問題が生じます。 

周辺環境への悪影響だけでなく、相続等により

将来世代へ大きな負担を残します。 

平成 23年 11 月「足立区老朽家屋等の適正管理に関する条例」 

平成 25 年 1 月 「足立区生活環境の保全に関する条例」 

平成 26 年２月 「空家等対策の推進に関する特別措置法」 

詳細調査 空き家と老朽化家屋について 

詳細を調査 

Ａ 危険家屋 

Ｂ 老朽家屋 

Ｃ 長期空き家 

Ｄ 健全空き家  に分類 

Ｃ 長期空き家 

管理されている様子がな

く、このまま放置されると

老朽家屋となりうるもの。 

Ｂ 老朽家屋 

建物の傷みや敷地の管理

が不足しており、危険家屋と

なりうる状況にあるもの。 

Ｄ 健全空き家 

居住の様子は無

いが、適正に管理

されているもの。 

 

□ 過去の調査で空き家等と判定さ

れた物件 

 

現地調査 

区内全域の対象

建物を確認 

 

 

 調査結果から見えてきた課題         取り組みの方針 

１ 危険家屋(Ａ判定）は減っているも

のの、まだ２７２棟が未解決である。 

 

① 危険な家屋をなくすために(Ａ判定) 

● 現状の指導のほか、改正空家特措法に

基づく管理不全空家の認定等を活用し、 

危険家屋(Ａ判定)の解消を最優先に取り

組んでいく。 

● 所有者が抱える課題は多岐にわたるた

め各種専門家や福祉・居住支援担当部所

等と協力し、所有者に寄り添った個別の

対応を進めていく。 

２ このうち居住者がいる危険家屋 

(Ａ判定)が６８棟あり、居住環境の 

改善だけでなく新たな住居の確保や 

生活再建などの支援も欠かせない。 

３ 老朽家屋(Ｂ判定)が１，４０４棟あ

り、これらが長期間放置されると危険

家屋(Ａ判定)に至る恐れがある。 
② 空き家等を放置しないために 

(Ｂ～Ｃ判定) 

● 長期間放置すると建物の傷みが進み所

有者の負担が増加する。早期の働きかけ

を行うため、早急に所有者を調査する。 

● 所有者に通知文を送付し、当事者であ

ることを認識いただくとともに、空き家

相談会活用等の紹介を行っていく。 

４ 空き家等の更新は進んでいるが、

１，４９４棟が新たに空き家等と判定

された。これらを適切に管理していく

必要がある。 

対策と対応のパターン 

老朽度 A 危険家屋 B 老朽家屋 C 長期空き家 D 健全空き家 

調査時の状況 

老朽化により著し

く劣化し、建材の飛

散も懸念される 

外壁や屋根の傷み

が多く、建具の破損

も生じている 

樹木の繁茂や、ごみ

の散乱などが認め

られる 

清掃や修繕がされ、

適切に維持管理さ

れている 

現在の 

取り組み 

解体指導 ・改善依頼 

空家特措法の活用 

解体指導 

改善依頼 

活用の助言 

相談会 

相談会 

経過観察 

今後強化する 

取り組み 

最優先案件として、

個別の課題に寄り

添い対応を進める。 

早期に所有者調査を行い啓発や相談会の

案内を行う。改善されない場合は、個別

の指導等に移行していく。 

適切な管理が継続

されるよう、ＨＰ等

で啓発していく。 

喫緊の課題となる危険家屋への対応を優先し、空き家と老朽化させないための取り組みに努めていく。 

５ 課題の整理 
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６ 今後の取り組み 



◇ 建物の更新は進んでいるものの、新たな空き家等も確認された。 

◇ 居住者がいる危険家屋の指導は喫緊の課題であるが、居住者の生活再建に配慮する必要があるた

め、丁寧な寄り添い支援が不可欠である。 

今回の調査で分かったことのまとめ 

１ 27 年度調査に比べ、空き家数、空き家率とも増加している 

調査建物 108,204 棟のうち空き家は 2,659 棟で約 2.5%を占めており、27 年度調査より増加している。 

分布図から、千住地域・環状七号線以南地域・環状七号線以北地域の順で空き家の偏在が認められる。 

２ 建替え除却は進んでいる 

過去の調査で空き家等と判定された物件は建替えや解体により更新が進んでいる。 

一方、空き家の数は増加、老朽化家屋数は減少と、新たな空き家等が発生している。 

３ 居住者がいる危険家屋が存在する 

危険家屋の 75％は空き家だが、25％で居住実態が認められる。 

３ 空き家等の実情 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 危険家屋(A 判定)及び、その予備軍となる老朽家屋(B 判定)は減少。 

◇ 空き家数、空き家率はともに増加。 

◇ 危険家屋(A 判定)及び老朽家屋(B 判定)は建替えや解体、補修により約７割が改善。 

◇ 空き家は建替や解体、使用中により、約７割が改善。 

３－１ 空き家等の件数 

４ 分析結果 

３－２ 過去に空き家等と判定された物件の状況 

☆ 平成27年度調査で空き家と判定
した 2,353 棟の現状 

３－３ 空き家分布図 
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(※) H29 年度調査、R4 年度末時点は、 
H23 年度調査(2,133 件)の追跡状況 
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☆ 平成 23 年度調査で危険家屋(A 判定)及び 
老朽家屋(B 判定)とした 2,133 棟の現状 

306 棟

増 加 

(※) 

約7割が改善 約 7 割が改善 

H23 年度調査 H29 年度調査 R4 年度末時点 本調査 H27 年度調査 
（N=99,883） 

本調査 
（N=108,204） 

(※) 

◆ 現地調査結果 

対象建物数 108,204 棟のうち、3,361 棟が空き家等となっています。 

 対 象 

建 物 

Ａ 危険家屋 Ｂ 老朽家屋 Ｃ 長期 

空き家 

Ｄ 健全 

空き家 
計  

うち空き家  うち空き家 

件数 108,204 272 204 1,404 1,013 438 1,004 3,118 
割合 100％ 0.3% 0.2% 1.3% 0.9% 0.4% 0.9% 2.9% 

◆ 過去の調査との比較 

  平成 23年度（平成 29 年度には追跡調査）に行った老朽家屋実態調査、及び平成 27年度に行った 

空き家実態調査と今回の調査との比較を行いました。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

◆ 追跡調査結果 

平成 23 年度及び平成 27年度の調査で空き家等と判定された物件の追跡調査を実施しました。 

建替え・解体のほか、補修や使用中により空き家等でなくなった状況が確認できました。 


